
【注意】川への不法投棄は法律により、厳しく処罰されます
●河川法：３月以下の懲役もしくは２０万円以下の罰金

●廃棄物処理法

（個人）５年以下の懲役もしくは１０００万円以下の罰金

（法人） ３億円以下の罰金

令和２年度に番匠川流域（国管理区間）で投棄されたゴミの分布図です。

きれいな番匠川を守るために、ゴミの不法投棄は絶対にやめましょう！

（不法投棄は犯罪です！）

＊左岸とは…山から海に向かって左側

右岸とは…山から海に向かって右側

令和3年2月18日発見 久留須川左岸

浦木井堰下流（家庭ゴミ）

令和2年6月29日発見 井崎川右岸

蕨野橋下流（自転車）
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分類別比較表（過去３年）
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【記号の意味】

令和2年4月10日発見 番匠川右岸

常磐井堰上流（土砂）

令和2年7月13日発見 番匠川右岸

山梨子橋付近（家庭ゴミ）

令和2年8月3日発見 番匠川右岸

稲垣橋下流（洗濯機）

令和3年3月15日発見 番匠川左岸
稲垣橋上流（バッテリー、レジャー用品）

令和3年3月22日発見 番匠川左岸

稲垣橋付近（CDラジカセ）

令和２年度の不法投棄件数は、残念ながら

過去最多を更新してしまいました。

特に、中流域の利用者が多いところで集中して

不法投棄が行われています。（全体件数の７割）

一人ひとりがマナーを守り、美しい川と

豊かな自然環境を守るよう行動しましょう！


